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未
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一
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政

府

資

金

再

計

一

一七、
一一一八六十

-一回二八
戸
村
穴
、
完
九
一
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↑
付

言

、
音
訴
-

-英
五
一
四
~
付

(
註
)
水
茨
は
日
本
銀
行
図
降
局
抑
「
政
府
資
金
移
動
機
況
」
特
に
そ
の
中
の
「民
間
関
係
収
支
内
訳
』
に
依
つ
℃
作
成
し
た
が
、

部
門
別
及
項
目
別
分
類
に
当
つ
て
は
ζ
れ
に
対
し
て
凡
そ
犯
の
如
き
披
定
乃
至
線
作
を
加
え
た
。

ω
木
決
同門
「
山
間
金
部
資
金
」
収
支
は
省
「
民
間
関
係
収
支
内
訳
」中
の「
預
金
制岬
」
収
支
に
よ
ら
ず
、
同
じ
資
料
の
「
矧
金
部
収
支
内
訳
」よ
り
邸
便
貯
金
受
払
(
邸
使
貯
金
増
減
尻
で
あ
る
が
、
実
際
の酬明
滅
菌とは
結
干
の
時
郎
的
ず
れ
が
あ
る
)
正
、
只
他
対

民
間
収
支
ハ
貸
付
金
、
保
管
金
、
供
託
金
き
と
の
合
計
微
を
と
り
、
更
に
「
民
間
関
係
収
支
内
訳
」
士

山
納
官
究
預
託
金
」
支
出
の
半
獄
中
島

便
局
交
換
尻
決
涜
金
と
推
定
し
て
之
を
右
の
収
支
合
計
額
双
方
に
加
え
て
算
出
し
た
。

ω
原
資
料
公
民
間
関
係
収
支
内
訳
」
)
中
「預
金
部
」
及

『凶
納
官
史
源
託
金
」
収
支
越
に

「邸
町
民
周
泡
超
金、

同
資
金
払
出
』
の
一-
一
者
受
払
合
刑
判
明
よ
り
、
前
記

ωの
預
金
部
資
金
収
支
を
遊
引
い
た
残
耐
酬
は
、
以
の

λ
O
W却
を
木
地
点
伺
の
「
以
他
」
に
〈
大

部
分
通
信
事
業
収
支
と
見
ら
れ
る
)
、
二

O
W却
を
付
の
「
其
他
」
に
加
え
た。

ω
原
資
料
「其
他
」
は
〈
ム
縦
を
木
表ハ
門
の
「其
他
」
に
算
入
し
た
(
ζ

の
文
川
の
大
部
分
は
『地
方
分
与
税
分
与
金
」
に
知
人
位
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
)
。

ω
本
淡
伺
「
固
有
鉄
道
事
業」
九
月
分
収
入
に
は
同
会
計
、
公
務
公
綴
代
り
金
(九
五
五
自
万
円
)
を
加
算
し
た。

ω
日
本
銀
行
引
受
後
民
間
に
消
化
さ
れ
た
大
蔵
省
証
券
及
食
縦
証
券
世帯
の
絞
遇
瓶
は
財
政
支
出
と
し
て
は
箪
復
ナ
る
を
以
て
、
財
政
資
金
よ
れソ
除
外
し
た
〔木
市
吉
伸
『既
別
役
券
償
還
」
七
月
分
支
出
は
前
者
世、

八
月
九
月
分
支
出
は
後
者
を
一
取
す
〉。

四
阿
別
口
組
替
、
指
定
絶
叫官
も
大
部
分
過
紋
〔乃
宇
一
虫
抑
制
〉
勘
定
と
見
て
側
の
『
財
政
外
資
金
」
に
算
入
し
た
。
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昭
和
二
十
二
年
十
月
|
|
十
二
月

本
分
析
の
意
義
、
資
料
の
操
作
、
推
定
方
法
世
帯
に
つ
い
て
は
既
に
〈
り
返
し
述
べ
た
か
ら
、

改
め
て
述
べ
る
こ
と
は
省
略
し
、
本
号
に
於
て
も
大
体
前
回
の
方
法
を
踏
襲
し
つ

つ
、
以
下
表

に
つ
い
て
若
干
の
解
説
を
試
み
る
。

一
、
十
月
中
財
政
収
支

月
中
の
対
民
間
収
支
は
引
揚
二
百
十
億
円
、
撒
布
三
百
億
円
、
差
引
九
十
億
円
の
撒
布
超
過

〈
未
達
勘
定
を
考
慮
す
れ
ば
八
十
九
億
円
)
で
あ
る
が
、
予
算
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
は
七
十

九
億
円
と
な
る
。

但
し
復
興
四
分
利
公
債
(
鉄
道
)第
二
回
の
公
募
額
面
十
三
億
円
代
り
金
市
中

金
融
機
関
引
受
分
十
一
億
八
千
五
百
万
円
〈
残
額
八
千
九
百
万
円
は
預
金
・
部
引
受
)
は
鉄
道
収
入

中
に
含
め
て
あ
る
か
ら
赤
字
額
と
し
て
は
こ
れ
を
加
え
た
も
の
と
な
る
。

財
政
資
金
の
対
民
間
収
支
分
析

昭
和
二
十
二
年
十
月
l
十
ご
月
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消
費
資
金
は
租
税
収
入
が
第
三
期
予
算
出
叩
管
納
税
期
た
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
前
月
に
比
し
十

一
億
円
の
減
少
と
な
っ
て
居
る
が
、

一
方
終
戦
処
理
費
等
が
予
算
不
足
、
支
払
金
額
査
定
遅
延

に
よ
る
若
干
の
減
少
を
見
た
た
め
赤
字
三
十
一
億
円
を
示
し
、
卒
業
資
金
中
鉄
道
は
前
記
公
債

代
り
金
を
除
外
す
れ
ば
十
瓦
億
円
の
赤
字
、
専
売
収
入
は
原
料
貫
入
期
の
関
係
で
前
月
比
八
億

円
の
益
金
減
と
な
っ
て
居
り
、
食
糧
管
理
会
計
は
供
米
別
に
入
り
農
林
中
央
金
庫
前
渡
金
の
増

加
を
映
し
て
約
三
十
三
億
円
の
赤
字
地
、
結
局
事
業
資
金
赤
字
は
四
十
七
億
円
と
な
っ
た
。

ニ
、
十

一
月
中
財
政
収
支

当
月
中
の
対
民
間
収
支
は
引
揚
二
百
八
十
七
億
円
、
撒
布
三
百
七
十
億
円
、

差
引
撒
布
超
過

八
十
三
億
円
(
未
達
勘
定
を
考
臆
す
れ
ば
七
十
六
億
円
)
で
あ
る
。
財
政
外
資
金
を
除
き
予
算
に

対
応
す
る
支
出
超
過
額
を
見
れ
ば
七
十
六
億
円
と
な
る。

消
費
資
金
中
和
税
は
六
十
三
億
円
と
前
月
に
比
し
て
は
和
増
加
し
て
ゐ
る
が
前
月
分
の
お
〈

れ
が
相
当
含
ま
れ
て
居
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
追
加
予
算
の
成
立
に
よ
り
定
大
な
税
収
入
を
予

ご
七



定
し
て
ゐ
る
に
対
し
て
、
実
績
は
こ
れ
と
甚
だ
し
い
較
差
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
は
憂
躍
す
べ
き

事
で
あ
ろ
う
。
此
の
関
係
は
専
売
収
入
に
つ
い
て
も
同
様
に
云
へ
る
。
専
売
価
絡
の
引
上
げ
に

も
不
拘
実
収
入
は
必
ず
し
も
之
に
伴
わ
な
い
。

支
出
面
で
は
終
戦
処
理
費
の
若
干
増
、
地
方
分
与
金
支
出
が
、
前
月
配
賦
さ
れ
た
予
算
の
支

払
が
今
月
に
持
ち
越
さ
れ
て
三
十
億
円
に
近
い
金
額
が
増
加
し
て
居
り
、
結
局
消
費
資
金
と
し

て
は
撒
布
超
過
額
に
於
て
前
月
比
二
十
六
億
円
を
増
加
し
た
。

事
業
資
金
赤
字
は
食
糧
管
理
ム
京
計
に
於
て
消
費
者
側
楠
引
上
げ
に
よ
る
収
入
増
、
農
林
中
央

金
庫
前
渡
金
の
繰
延
(
七
十
九
億
円
に
止
ま
っ
た
)
に
よ
り
七
億
円
の
撒
趨
減
、
貿
易
資
金
又
輸

入
食
糧
払
下
代
等
の
受
け
入
れ
が
あ
っ
て
収
支
均
衡
を
見
、
通
信
会
計
に
於
て
公
募
公
債
代
り

金
六
億
四
千
五
百
万
円
を
収
入
に
計
算
し
て
居
る
た
め
綜
合
し
て
赤
字
額
は
十
八
億
円
に
止
ま

っ
た
。

一一一、
月
巾
の
撒
布
超
過
一
織
は
上
何
六
十
七
億
円
、
中
何
六
十
億
円
、
下
勾
一
二
百
三
十
四
億
円
、
合

計
四
百
六
十
一
億
円
の
巨
額
に
上
り
、
此
の
外
に
未
述
分
約
三
十
八
儲
円
が
あ
る
か
ら
実
質
的

に
は
撒
布
超
過
・制
は
五
百
億
円
Lι

記
録
的
な
足
跡
を
印
し
極
め
て
注
目
さ
れ
た
処
で
あ
る
が
、

此
の
原
因
を
大
観
す
れ
ば
、
従
来
遅
延
し
て
ゐ
た
政
府
支
払
が
年
末
に
際
し
全
般
的
に
進
捗
し

た
事
、
供
米
の
進
妙
、
官
公
史
に
対
す
る
一

一附
資
金
支
出
等
が
日
ぼ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

消
費
資
金
は
祖
税
収
入
の
依
然
た
る
低
制
と
官
公
史
給
与
、
終
戦
処
理
費
の
支
払
進
捗
に
よ

昭
和
二
十
二
年
度

第

二
了

間

半

期

資

料

十
二
月
中
財
政
収
支
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文

ー七

っ
て
二
百
億
円
の
文
出
超
で
あ
る
。

事
業
資
金
中
鉄
道
は
公
務
公
債
代
り
金
八
億
三
千
六
百
万
円
を
収
入
と
見
て
も
尚

一
方
支
払

進
捗
に
よ
り
三
十
七
億
円
の
撒
布
趨
と
な
り
、
食
糧
管
型
は
前
に
も

一
言
し
た
様
に
供
米
の
好

訓
に
粗
券
発
行
高
は
限
度
(
二
百
億
円
)
一
杯
と
な
り
、
同
会
計
法
の
改
正
施
行
(
十
九
日
)
に
よ

り
四
百
億
円
に
拡
張
を
見
、
月
中
農
林
中
央
金
庫
へ
の
前
渡
金
は
二
百
六
十
五
億
円
に
及
び
撒

布
超
過
額
は
二一
白
十
三
億
円
に
上
っ
た
。

四

、

総

括

以
上
第
三
・
四
半
期
を
通
観
す
れ
ば
財
政
資
金
は

消
貨
資
金
支
出
超
過

二
九
O
総
阿

事
業
資
金
支
出
超
過

ヘ
苛
尊
益
金
を
除
い
た
ん
同
業
旅
字
は
J

三

O
四
億
円
(
=
)
百
四
十
四
億
円
と
な
る

)

ー一三

n

五
九
四
億
円

と
な
り
淵
〈
ψ
一
部
資
金
、
知
則
証
券
償
還
制
を
考
u

隠
し
た
政
府
資
金
と
し
て
は
六
百
三
一十
五
億
円

と
な
る
。
州
中
を
通
じ
て
祖
税
は
百
七
十
倍
円
専
売
益
金
四
十
億
円
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
前
川

と
比
較
す
れ
ば
前
者
十
四
億
円
期
、
後
者
は
逆
に
十
五
億
円
の
減
少
と
な
っ
て
蔵
入
国
が
著
る

し
い
停
滞
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
一
方
終
戦
処
理
貨
は
凹
十
五
億
円
、
鉄
道
赤
字
三

十
四
億
円
、
通
信
赤
字
七
億
円
を
夫
々
増
加
し
て
照
り
、
季
節
的
と
は
云
へ
企
細
管
理
会
計
赤
字

の
走
大
化
が
目
立
つ
。
尚
当
則
中
は
出
資
資
金
は
な
か
っ
た
点
合
附
加
し
て
世
〈
。
(
松
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(
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募
代
り
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収
入
を
別
除
し
て
預
金
部
資
金
及
び
短
期
証
券
償
還
額
と
共
に
1

財
政
外
資
金
」
と
し

た
こ
と
、
間
米
述
勘
定
の
調
整
に
当
っ
て
木
支
庖
政
府
勘
定
の
み
な
ら
ず
、
国
昨
送
A
W
勘
定
を

も
併
せ
考
慮
す
る
等
の
若
手
の
改
'止
を
加
え
た
の
で
、
此
の
改
正
を
含
む
分
析
方
法
の
詳
細
を

別
表
〔
註
〕
に
一
括
再
録
し
て
お
い
た
。
尚
木
分
析
の
・
抵
義
に
つ
い
て
は
前
各
号
特
に
第
三
号

【
附
和
二
十
二
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七
月
|
九
月
】
木
捌
「
は
し
が
き
」
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
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以
下
添
付
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に
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っ
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中
敢
に
年
度
中
の
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政
資
金
収
文
に
つ
い
て
概
説
す
る
こ
と
‘
ふ
す
る
。

こ
の
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析
の
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と
方
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に
つ
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て
は
既
に
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於
て
詳
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に
述
べ
た
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